
＜参考資料＞ 杉並区いじめ防止対策推進基本方針の全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

・児童・生徒による主体的な活動の支援 

⇒ すぎなみ小・中学生未来サミット 

・豊かな人間性の涵養 

⇒ 「いのちの教育」や小学校「スタートカリキュラム」、 

中学校「フレンドシップスクール」の実施 

・情報モラル教育の推進 

・保護者・地域との連携の促進 

 

子ども間における「いじめ問題」の発生 

・いじめを許さない学校づくり 

・いじめをしない能力・態度の育成 

・校内研修の充実等を通じた教職員

の資質向上 

 

 

 

未然防止 
 

早期発見・ 

事案対処による 

いじめ問題解決 

 

 

・教育 SAT による支援 

・ネットでのいじめやトラブル防止の強化 

・関係機関との連携（学校法律相談を含む）支援                  

・教員研修の充実 

日常的な 

学校への支援 

青少年問題協議会（同法第１４条第１項）

及び杉並区いじめ問題対策委員会（同法第

１４条第３項）への報告 

・カウンセリングの実施による心のケア 

（スクールカウンセラー、心理士、SSWの派遣） 

・迅速かつ適切な調査による事実の明確化

と再発防止 

 

 

・調査への協力 

・いじめられた児童・生徒の保護 

・関係諸機関との連携によるいじめ

問題の解決 

 

 

 

・杉並区いじめ問題対策委員会による調査 

⇒調査結果等を区長並びにいじめを受けた児童・保護者に報告 

・電話によるいじめ相談の充実 

⇒ 「すぎなみ いじめ電話レスキュー」の実施 

・スクールカウンセラーによる相談体制

の充実 

・いじめ相談体制の充実 

 

 

・「いじめ対応マニュアル」の活用 

・いじめ調査の実施、スクールカウ

ンセラーによる個別面談の実施 

・いじめ問題への組織的な取組 

 

 

・東京都の「ふれあい月間」等に合わせた調査の実施（年間３回以上） 

 

 

教育委員会の取組 

 

小・中学校の取組 
 

教育委員会と学校との連携による取組 

・学校いじめ防止基本方針の策定 

（いじめ防止対策推進法 第１３条） 

・いじめ防止のための組織等の設置 

（同法 第２２条） 

 

重大事態への 

対応による 

いじめ問題解決 
 

日常的な学校への支援 

教育委員会と学校との連携による取組 

教育委員会と学校との連携による取組 

・「いじめ対応マニュアル」の活用推進 

・人権尊重教育の充実 

 

 

参考２ 


